
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郵送の場合（原則、申込み書類一式を郵送にてご提出ください。） 
・提出先：〒187-8701 小平市小川町 2-1333 小平市役所こども若者みらい課 学童クラブ
担当宛 

※同封の封筒をご利用ください。送料は申請者様のご負担となる旨、ご了承願います。 

※必要に応じて、書留等の追跡サービスがある送付方法をご利用ください。 

・申込み期間：利用を希望する前の月の 20 日必着（20 日が土日・祝日の場合はその前の平日 
まで）。ただし、4 月入会は除く（次年度の 4 月入会詳細は 10 月以降案内予定） 
 
窓口での受付をご希望の場合 
・申込み期間：利用を希望する前の月の 20 日までに窓口に持参（20 日が土日・祝日の場合は
その前の平日まで）。ただし、4 月入会は除く（次年度の 4 月入会詳細は 10 月以降案内予定） 
※受付は平日のみとなります（土日・祝日の受付は行いません）。 

※受付時間は午前８時３０分から午後５時まで 

・申込み場所 
①こども若者みらい課（小平市役所２階北側） 

②東部・西部出張所（東部・西部出張所の窓口では内容の確認は行いません。書類のお預かりのみとなります） 
③動く市役所（動く市役所では内容の確認は行いません。書類のお預かりのみとなります） 
※動く市役所での受付時間は巡回日程をご確認ください。 

 

小平市こども家庭部こども若者みらい課 
℡０４２－３４６－９５４３ 

入会申込み方法 

 



 
【１．学童クラブとは】 

保護者の方が仕事や病気などの理由で、昼間、児童をみられない留守家庭の小学校低学年児童（主

に 1年生～3年生）を対象に、放課後一定の時間預かり、保護者の方に代わって集団的な指導を行

い、児童の事故防止と心身の健全育成を図ることを目的とした事業です。 

 

【２．学童クラブの場所】 

各市立小学校敷地内もしくは隣接地に設置しています。入会を申し込む学童クラブは、通学してい

る、あるいは通学を予定している小学校に設置されている学童クラブに限ります。（心身に障がい

のある児童を除く） 

  

【３．対象児童】 

（１） 放課後帰宅しても、保護者が仕事や病気などのために適切な監護が受けられない児童 

（２） 小学校在籍の 1 年生から 3 年生まで（身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を交

付されているか、特別支援学級へ在籍している心身に障がいのある児童は 6年生まで）の児童で、

集団生活ができ、身のまわりのことを自分でできること。 

 

【４．入会資格】 

保護者や 18 歳以上の同居の方全員が、下記のいずれかの要件に該当することにより、対象児童が

放課後適切な監護を受けられないと認められる場合です。 

（１） 居宅外・居宅内（自営業を含む）で仕事をしている。 

※月曜日から土曜日の間で 3日以上かつ放課後の時間帯（原則 14時）を含む日中 4時間以上の 

勤務 

※育児休業取得中の方は入会月の翌月１日までに復職する必要があります。 

（２） 出産予定である。（入会期間は出産（予定）月とその前後 2か月ずつの計 5か月です。） 

（３） 保護者が疾病等により入院または療養中である。 

（４） 保護者の心身に障がいがある。 

（５） 病気療養中や心身に障がいのある家族を日常的に看護（介護）している。 

（６） 求職中である。 

※入会後、1 か月以内に仕事を始めることが条件となります。（求職中の要件で入会できる期間は  

1か月間のみです。） 

※入会申込みの際、現時点での求職活動ができない理由及び、今後の日中の求職活動予定を確認さ

せていただきます。 

（７） 死亡や離別などにより、監護できる保護者がいない。 

（８） 災害（火災・風水害・地震等）の復旧に当たっている。 

（９） その他、何らかの理由で明らかに昼間児童をみられない。 

※集団生活を経験させたいなどの理由のみでは要件に該当しません。 

※入会後、入会資格に該当しなくなった場合は退会となります（その際は、退会届の提出をお願い  

いたします）。 

 

【５．入会期間】 

      入会月の 1日～令和 9年 3月 31日 

 

【６．学童クラブの開設時間と休日】 

◇開設時間 

   通常時・・・・・正午から午後 6時まで 

  土曜日・・・・・午前 8時 30分から午後 6時まで〔学校振替休業日などを含む〕 

   長期休業日・・・午前 8時 15分から午後 6時まで〔春・夏・冬休み（土曜日を除く）〕 

 

学童クラブについて 

 



 

 

◇延長保育時間（以下のクラブに限る） 

 

    

 

 

 

 

 

 

通常時・・・・・午後 6時から午後 7時まで 

  土曜日・・・・・午前 8時から午前 8時 30分まで及び午後 6時から午後 7時まで 

〔学校振替休業日を含む〕 

   長期休業日・・・午前 8時から午前 8時 15分まで及び午後 6時から午後 7時まで 

〔春・夏・冬休み（土曜日を除く）〕 

◇クラブの休日 

  日曜日、祝日、年末年始（12／29～1／3） 

 

【７．費    用】 

      学童クラブ費として、1人月額 8,000円 

      ただし、2人以上の児童が入会している場合は、1人を除いて 1人月額 4,000円 

（１） 生活保護受給、住民税非課税、住民税均等割課税、就学援助認定、ひとり親家庭の医療費の助成

を受けている等、特別な理由がある場合には、学童クラブ費を減額または免除しています。 

（２） 延長保育は別途料金がかかります（実施クラブに限る。上限：3,000円）。 

 

【８．そ の 他】 

（１） 保護者の皆様へ連絡するための手段として、市ではメール配信サービスを契約していますので、 

登録をお願いします。クラブによってはアプリの登録をお願いする場合があります。 

（２） 安全確保のために愛のチャイム以降は、なるべくお迎えをお願いします。 

   （４月～９月は午後５時３０分、１０月～３月は午後４時３０分） 

（３） 学校給食のない日は、必ずお弁当・水筒を持たせてください。 

   ※長期休み期間には、宅配弁当のサービスをご利用いただけます（予定）。詳細については、 

時期が近づきましたらメール配信サービスでご案内します。 

（４） クラブでは、生活習慣の習得や危険防止等の生活指導をします。これらの習慣は学童クラブだ

けでは十分に形成することが難しく、家庭での指導や励ましが何より重要です。ご協力よろしく

お願いします。 

※これらにつきましては、入会決定後に改めてご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一小学童クラブ・二小学童クラブ第一・四小学童クラブ第一・五小学童クラブ第二及び第三・ 

六小学童クラブ第二・七小学童クラブ第二及び第三・八小学童クラブ第二及び第三・ 

十小学童クラブ第二及び第三・十一小学童クラブ第一・十二小学童クラブ第二及び第三・ 

十三小学童クラブ第一・十五小学童クラブ第一・花小金井小学童クラブ第二及び第三・ 

鈴木小学童クラブ・学園東小学童クラブ第二・上宿小学童クラブ第二 



 

 

 

【１．入会申込みの書類について】 

学童クラブ入会申請書に申請時点の状況を記入の上、次の添付書類をすべてそろえて、表紙の入

会申込み方法をご確認のうえ、原則郵送にて提出してください。 

※学童クラブ費を滞納している方は、郵送ではなく、こども若者みらい課（市役所２階北側）に

て受付を行ってください（東部・西部出張所・動く市役所では受付いたしません）。納付につい

て相談を行い、納付計画を作成していただき、納付の意思を確認した後に、受付をいたします。 

           

▽添付書類 

（１） 同世帯家族の方全員の指定の就労証明書 

※学童クラブ入会時点で 65歳以上の方、および 18歳未満の方を除く 

※自営業や代表取締役の方は令和 7年分の確定申告書か源泉徴収票の写しを添付してください。 

※保育園の入所手続きのための就労証明書の写しでも代用できます。 

※兄弟姉妹 2 人以上で申込みをする場合は、同じ書類は 1 枚で構いません。（兄弟姉妹の人数分

を用意する必要はありません。） 

※就労証明書の書き方は、就労証明書の裏面をご覧ください。 

 

 

（２） その他、保護者・同居の家族が病気等の理由で申請する場合には、診断書等を添付して下さい。 

①出産予定で入会を希望される方 

母子手帳の出産予定日の記載してある箇所の写しを提出してください。 

②疾病等により入院または療養中の方や心身に障害のある方 

医師の診断書または障害者手帳等の写しを提出してください。診断書は病名のみではなく、

「家庭での監護困難」や「育児困難」である旨の記載が必要です。 

③学業を理由に入会を希望される方は学生証や合格したことがわかる書類の写しを添付してく

ださい。 

④病気療養中や心身に障がいのある家族を日常的に看護（介護）している方は、次の資料のいず

れかを提出してください。看護（介護）している家族の方の、「医師の診断書（常時看護（介

護）が必要である旨が記載されているもの）」、「介護保険被保険者証の写し」、「障害者手帳等

の写し」 

 

【２．入会決定】 

（１） 郵送にて入会承認通知書をお送りします。 

（２） 新規入会の方への説明会は、別途各クラブで行いますので、必ずご出席ください。 

※定員を超えるときは学童クラブに入会できない場合もありますので、ご了承ください。 

※入会承認後、転出等により入会を辞退される方は、必ず問合せ先にご連絡願います。 

※入会承認後、家庭や仕事の状況に変化があった場合（転職、退職、住所変更など）は、問合せ

先までご連絡願います。 

 

（３）入会クラブの調整について 

市直営クラブと指定管理者クラブが併設された学童クラブへ申請される方について、申請状況に

よっては、併設されたもう一方のクラブへ移っていただく場合があります。 

 

 

 

 

【問合せ先】小平市こども家庭部こども若者みらい課 

電話:０４２－３４６－９５４３（直通） 

入会申込みについて 

 


